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　共済組合からの医療費通知書は、年2回の発行となっております。
　今回は、平成27年6月から11月診療分のお知らせです。
　2月中に所属所の共済事務担当課を通じて配付いたしますので、皆さまの健康
管理にお役立ていただき、引き続き医療費の節減にご協力をお願いいたします。
　次回は、平成28年8月（平成27年12月～平成28年5月診療分）に配付を予定
しております。

医療費通知医療費通知のお知らせお知らせ（２月配付）（２月配付）

「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」「ジェネリック医薬品に関するお知らせ」をを送付しました！送付しました！

※ 今回は、平成27年3月から平成27年5月までに新薬（先発医薬品）を処方された組合員及び被扶養者の中で、ジェネ
リック医薬品（後発医薬品）へ切り替えやすく、切り替え前に比べて一定額以上の負担軽減が見込める方に送付し
ています。共済組合に加入されている全員に届くものではありません。

　共済組合では、医療費適正化対策事業の一環として、ジェネリック医薬品に関する
お知らせ（ジェネリック医薬品差額通知）をご自宅あてに送付しております。
　現在服用されている新薬（先発医薬品）からジェネリック医薬品（後発医薬品）に
切り替えた場合、どのくらい自己負担額が軽減できるかをお知らせする通知です。
　このお知らせが届いた方は、ジェネリック医薬品への変更をぜひご検討ください。

短期給付事業短期給付事業からのからのお知らせお知らせ
　短期給付事業は、医療費を賄う経理で、組合員皆様の掛金と地方公共団体である所属所からの負担金で運営さ
れている経理です。
　平成27年4月から9月までの上半期の収支状況と、来年度の変更等についてお知らせいたします。

　平成27年度の決算見込みは、10月から掛金・負担金の基礎となる給料が標準報酬制へ移行し
たことにより、9月と比較いたしますと増収となりますが、昨年10月に調査した標準報酬月額の
総額を下回っていることから予算に対して減収が見込まれております。また、平成28年度の予算
編成は、後期高齢者支援金の計算方法が変更され増額が見込まれているため、組合会議員による
慎重な協議が必要になると思われます。
　組合員の皆様には短期給付財政についてご理解いただき、引き続き疾病予防とジェネリック医
薬品の利用等による医療費の節減にご協力をお願いいたします。

年齢の高い組合員の減少から給料総額が減少し、掛金・負担金の減収が見込まれ
ております。

収 入

保健給付では家族療養の給付と薬剤支出が増加傾向にあり、今後のインフルエン
ザの流行などによる医療費の増加が懸念されております。

支 出
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